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Ⅰ．健全化判断比率の状況                        

 

○ 平成２１年度決算に基づく健全化判断比率が早期健全化基準以上である

団体は、１４団体（※２０年度決算：２２団体） 

 ○ うち財政再生基準以上の団体は１団体（※２０年度決算：１団体） 
 

 

 

・早期健全化基準以上の団体はなし 

（※２０年度決算：２団体（うち 1団体が財政再生基準以上）） 

・ 実質赤字額があるのは、市区町村で１３団体 

（※２０年度決算：市区町村で１９団体） 
 
* 実質赤字比率：福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化

し、財政運営の悪化の度合いを示すもの 

 

 

 

・ 早期健全化基準以上の団体はなし 

   （※２０年度決算：２団体（うち１団体が財政再生基準以上）） 

・ 連結実質赤字額があるのは、市区町村で３１団体 

（※２０年度決算：市区町村で３９団体） 
 
* 連結実質赤字比率：すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を

指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの 

 

 

 

・ １２団体が早期健全化基準以上（うち１団体が財政再生基準以上） 

   （※２０年度決算：２０団体（うち１団体が財政再生基準以上）） 

・ １２団体はすべて市区町村 

・ 都道府県の平均値は 13.0％、市区町村は 11.2％ 
 
* 実質公債費比率：借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度

を示すもの 

 

平成２１年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要（確報）

１．実質赤字比率 

２．連結実質赤字比率 

３．実質公債費比率 

※ 平成２２年９月２８日の速報公表時点から、早期健全化基準、経営健全

化基準以上となった地方公共団体又は会計等に異動はありません。 



 
 

 
 

・ ３団体が早期健全化基準以上（※２０年度決算：３団体） 

・ ３団体はすべて市区町村 

・ 都道府県の平均値は 229.2％、市区町村は 92.8％ 
 

* 将来負担比率：地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担

等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの 

 

* 将来負担比率には、財政再生基準の設定なし。 

 

 

 

（参考）早期健全化基準以上の団体の推移 

健全化判断比率 団体名 

（参考） 

早期健全化基準 

H20 決算 基準以上 

↓ 

H21 決算 基準未満 

（参考） 

早期健全化基準 

H20 決算 基準未満 

↓ 

H21 決算 基準以上 

実質赤字比率 なし ２団体 

 

（北海道） 

 夕張市 

（奈良県） 

 御所市 

 

連結実質赤字比率 なし ２団体 

 

（北海道） 

 夕張市 

（大阪府） 

 泉佐野市 

 

実質公債費比率 １２団体 

 

（北海道） 

 夕張市、江差町、由仁町、 

中頓別町、洞爺湖町 

（福島県） 

 双葉町 

（奈良県） 

 御所市、上牧町 

（鳥取県） 

 日野町 

（沖縄県） 

 座間味村、伊平屋村、伊是名村

８団体 

 

（北海道） 

 歌志内市、浜頓別町、

利尻町 

（山形県） 

 新庄市 

（群馬県） 

 嬬恋村 

（長野県） 

 王滝村 

（兵庫県） 

 香美町 

（高知県） 

 安芸市 

 

将来負担比率 ３団体 

 

（北海道） 

 夕張市 

（青森県） 

 大鰐町 

（大阪府） 

 泉佐野市 

  

（注）財政再生基準（連結赤字比率については、平成 22 年度に適用される 40%）以上である団体には、下 

線を付している。 

 

 

 

４．将来負担比率 



 
 

Ⅱ．資金不足比率の状況                                

 

・ ４９公営企業会計が経営健全化基準以上（※２０年度決算：６１会計） 

・ 資金の不足額がある公営企業会計は１６２会計（※２０年度決算：２０２会計） 
 
* 資金不足比率：公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標

化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの 

 

（参考）平成２２年度における健全化判断比率等に係る早期健全化基準等 
 

 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 
都：5.54％ 
道府県：3.75% 
市区町村：財政規模に応じ 11.25%～15%

都：8.57％ 
道府県：5% 
市区町村：20% 

連結実質赤字比率 
都：10.54% 
道府県：8.75% 
市区町村：財政規模に応じ 16.25%～20%

都：28.57％ 
道府県：25% ※ 
市区町村：40% ※ 

実質公債費比率 都道府県・市区町村：25% 都道府県・市区町村：35% 

将 来 負 担 比 率 
都道府県・政令市：400% 
市区町村:350% 

－ 

資 金 不 足 比 率 （経営健全化基準） 20% － 

※ ３年間（平成 21 年度～平成 23 年度）の経過的な基準（道府県は 25%→25%→20%、市区町村は 40%→40%→

35%）を設けており、経過措置期間終了後の財政再生基準は道府県：15％、市町村：30％となる。（東京都に

ついても別途経過措置が設けられている。） 

 

※１ 本資料は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率の各地方公共団体における算定結果を同法第３条第５項（第 22 条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づき総務省でとりまとめて公表するものです。 

※２ 健全化判断比率及び資金不足比率に関する解説については、P.４以降をご覧ください。 

※３ 団体別健全化判断比率及び資金不足比率等については資料１及び資料２をご覧ください。 

 

 

 

  

（連絡先） 

（健全化判断比率について)  

自治財政局財務調査課 後藤課長補佐、北畑係長 

電話：(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5647 

 (資金不足比率について) 

自治財政局地域企業経営企画室 井上課長補佐、岡田主査

電話：(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5643 

 

E-mail：kenzenkahou@soumu.go.jp（各担当共通） 


